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中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例について 

 

１ 主旨 

  建築基準法の改正（平成２６年６月４日公布）により、中野区自転車等放置防止条

例のうち自転車駐車場附置義務に関する規定で、同法の規定を引用している項番号が

変更になったため規定の改正を行う。 

   

２ 規定の整備内容 

 ・中野区自転車等放置防止条例の一部改正 

  第１４条の２第２項中「第１８条第１５項」を「第１８条第１７項」に改める。 

   

３ 施行日 

  平成２７年６月１日（改正された建築基準法の施行日と同日） 

  



中野区自転車等放置防止条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１４条 （略） 第１条～第１４条 （略） 

（施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模） （施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模） 

第１４条の２ 指定区域内において、次に掲げる施設の

用途の変更をしようとする者は、当該用途の変更が建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８７条第１

項の規定による建築確認が必要となる場合は、当該用

途の変更後の施設（当該施設のうち当該施設の敷地に

ついて指定区域が定められる前に建築された部分で、

かつ、指定区域が定められた後に当該施設の用途の変

更がされていない部分（第１６条の規定によりこの条

例の適用を受けなかつた部分を含む。）を除く。）をす

べて新築するものとみなして、第１１条から第１３条

までの規定により算定した自転車駐車場の規模から、

現に設置されている自転車駐車場の規模を控除した

規模の自転車駐車場を設置するよう努めなければな

らない。 

第１４条の２ 指定区域内において、次に掲げる施設の

用途の変更をしようとする者は、当該用途の変更が建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８７条第１

項の規定による建築確認が必要となる場合は、当該用

途の変更後の施設（当該施設のうち当該施設の敷地に

ついて指定区域が定められる前に建築された部分で、

かつ、指定区域が定められた後に当該施設の用途の変

更がされていない部分（第１６条の規定によりこの条

例の適用を受けなかつた部分を含む。）を除く。）をす

べて新築するものとみなして、第１１条から第１３条

までの規定により算定した自転車駐車場の規模から、

現に設置されている自転車駐車場の規模を控除した

規模の自転車駐車場を設置するよう努めなければな

らない。 

⑴ 第１１条第１項の表（ア）欄に掲げる用途に供す

るための施設の用途の変更で同表（イ）欄に掲げる

規模となるもの 

⑴ 第１１条第１項の表（ア）欄に掲げる用途に供す

るための施設の用途の変更で同表（イ）欄に掲げる

規模となるもの 

⑵ 混合用途施設となる用途の変更又は混合用途施

設についての用途の変更で、当該用途の変更後の施

設のすべてについて当該各用途に供する店舗等面

積ごとに第１１条第１項の表（ウ）欄の規定により

算定した自転車駐車場の規模の合計が１０台以上

である場合に係るもの 

⑵ 混合用途施設となる用途の変更又は混合用途施

設についての用途の変更で、当該用途の変更後の施

設のすべてについて当該各用途に供する店舗等面

積ごとに第１１条第１項の表（ウ）欄の規定により

算定した自転車駐車場の規模の合計が１０台以上

である場合に係るもの 

２ 指定区域内において新築した施設について、建築基

準法第７条第４項又は第１８条第１７項に規定する

工事の完了に係る検査を受けた日から１年以内に前

項に規定する用途の変更をする場合は、当該用途の変

更後の施設を新築するものとみなして第１１条から

第１３条までの規定を適用する。 

２ 指定区域内において新築した施設について、建築基

準法第７条第４項又は第１８条第１５項に規定する

工事の完了に係る検査を受けた日から１年以内に前

項に規定する用途の変更をする場合は、当該用途の変

更後の施設を新築するものとみなして第１１条から

第１３条までの規定を適用する。 

第１５条～第３９条 （略） 第１５条～第３９条 （略）  

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

   附 則  

 この条例は、平成２７年６月１日から施行する。  

  

 


